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許可後の注意事項（変更届等） 
 

１ 許可の有効期間 

  建設業許可の有効期間は５年間です。引き続き建設業を営業しようとする場合には、有効期

間が満了する３０日前までに許可更新の手続きをしなければなりません。手続きをとらなけれ

ば期間満了とともにその効力を失い、営業することができなくなります。 

  更新申請は、有効期間が満了する日の２か月前から受け付けしています。 
 

 ※許可更新申請が受理されていれば、有効期間満了後であっても許可又は不許可の処分がある

までは、従前の許可が有効です。 

 

２ 許可の有効期間の調整（許可の一本化） 

  許可日の異なる２つ以上の許可を受けている場合、そのうち１つの許可の更新を申請する際

に、有効期間の残っている他の許可についても同時に１件の許可の更新として申請することが

できます。また、既に許可を受けたあと、さらに他の業種について追加して許可の申請をしよ

うとする場合には、有効期間の残っている従来の許可についても同時に許可の更新を申請する

ことができます。 

 

 ※更新にあわせて般・特新規や業種追加を申請する場合、更新しようとする許可の有効期間が

満了する日の３０日前までに申請してください。 

 

３ 建設業許可証明書の発行 

  現に建設業許可を有していることを証明する書類を入手したい場合には、所定の様式に岩手

県収入証紙（１通につき 400円）を貼付の上、主たる営業所の所在地を所管する広域振興局土

木部（土木センター）に持参して提出してください。所定の様式の用紙は、岩手県ホームペー

ジからダウンロードするか、最寄の広域振興局土木部・土木センターへお越し下さい。 

 

４ 変更の届出等 

  許可を受けた後、次表の届出事項に該当した場合は、同表に従って必要な書類を添付した変

更届出書（許可申請書と同じ部数（正本１部及び副本２部）。ただし廃業届は１部）を、主たる

営業所の所在地を所管する広域振興局土木部（土木センター）に提出してください。 

また、常勤役員等（経営業務の管理責任者等）、営業所の専任技術者、営業所の新設・移転に

係る変更届出書等を提出する場合は、許可申請時と同様にその確認資料の提出が必要となりま

す（「建設業許可申請の手引き」の別表５参照）。 

 



2 

 

【変更等の届出事項と提出書類】 

（１）届出期間が変更後３０日以内 

No 届出事項 提出する書類 

１ 商号、名称 
① 変更届出書（様式第２２号の２）第一面 
② 登記事項証明書（注１） 

２ 資本金額（出資総額） 
① 変更届出書（様式第２２号の２）第一面 
② 登記事項証明書（注１） 

３ 
営業所の名称、所在地、電話
番号、郵便番号 

① 変更届出書（様式第２２号の２）第一面、第二面（主
たる営業所に関する変更のみの場合、第二面は不要）（注
２） 
② 登記事項証明書（登記している場合）（注１）（注３） 
③ 営業所の確認資料（所在地の変更の場合）（別表５ Ⅳ） 

４ 営業所の新設 

① 変更届出書（様式第２２号の２）第一面、第二面 
② 登記事項証明書（登記している場合）（注１） 
③ 営業所の確認資料（別表５ Ⅳ） 
 
→ 営業所の代表者（建設業法施行令第３条に規定する使

用人）、専任技術者に係る届出も行う。 

５ 営業所の廃止 

① 変更届出書（様式第２２号の２）第一面、第二面 
② 登記事項証明書（登記していた場合）（注１） 
③ 建設業法施行令第３条に規定する使用人の一覧表（様
式第１１号） 
 
→ 専任技術者に係る届出も行う。 

６ 
営業所の業種追加（既に他営
業所で許可を得ている業種） 

① 変更届出書（様式第２２号の２）第一面、第二面（注
４） 

 
→ 専任技術者に係る届出も行う。 

７ 営業所の業種廃止 

① 変更届出書（様式第２２号の２）第一面、第二面（注
５） 

 
→ 専任技術者に係る届出も行う。 

８ 

役員等 

新任（注６） 

① 変更届出書（様式第２２号の２）第一面 
② 誓約書（様式第６号） 
③ 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書（様式第
１２号） 
④ 登記事項証明書（注１）（注７） 
⑤ 「登記されていないことの証明書」及び「身分証明書」
（株主等、顧問・相談役は除く） 

※ 総株主の議決権の 100 分の５以上を有する株主に変更があった

場合（９の退任（辞任）も同様）には、変更を覚知してから三十日

以内に提出 

９ 退任（辞任） 

① 変更届出書（様式第２２号の２）第一面 
② 登記事項証明書（注１）（注７） 
 
→ 経営業務の管理責任者である役員が退任する場合、経

営業務の管理責任者に係る変更届も提出する。 

10 代表者（注８） 
① 変更届出書（様式第２２号の２）第一面 
② 登記事項証明書（注１）（注７） 

11 
支配人 

新任 

① 変更届出書（様式第２２号の２）第一面 
② 誓約書（様式第６号） 
③ 建設業法施行令第３条に規定する使用人の住所、生年
月日等に関する調書（様式第１３号） 

④ 登記事項証明書（注１） 
⑤ 「登記されていないことの証明書」及び「身分証明書」 

12 退任 
① 変更届出書（様式第２２号の２）第一面 
② 登記事項証明書（注１） 
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No 届出事項 提出する書類 

13 
法人の役員等・支配人・ 
個人事業主の氏名（改姓・改
名） 

① 変更届出書（様式第２２号の２）第一面
② 戸籍抄本または住民票抄本（個人事業主のみ）
③ 登記事項証明書（法人の役員・支配人の場合）（注１） 
※ 総株主の議決権の 100分の５以上を有する株主に変更があった

場合には、変更を覚知してから三十日以内に提出

14 

廃業 
・個人事業主が死亡したとき
（相続人が届出）
・法人が合併により消滅した
とき（役員であった者が届
出）
・法人が破産手続開始の決定
により消滅したとき（破産
管財人が届出）
・法人が合併又は破産手続開
始の決定以外の事由により
解散したとき（清算人が届
出）
・許可を受けた建設業の全部
又は一部を廃止したとき
（法人の場合は役員、個人
の場合は本人が届出）

① 廃業届（様式第２２号の４）

→ 一部廃業の場合は、専任技術者に係る届出も行う。従
たる営業所において営業する業種に変更がある場合
は、さらに、変更届出書（様式第２２号の２）も提出
する。

（２）届出期間が変更後２週間以内（注９） 

No 届出事項 提出する書類 
15 欠格要件に該当 ① 届出書（様式第２２号の３）

16 

営業所の代表者（建設業法施
行令第３条に規定する使用
人）の新任・変更（注６）（注
10） 

① 変更届出書（様式第２２号の２）第一面
② 誓約書（様式第６号）
③ 建設業法施行令第３条に規定する使用人の住所、生年
月日等に関する調書（様式第１３号）

④ 「登記されていないことの証明書」及び「身分証明書」 

17 
常勤役員等 
（経営業務
の管理 
責任者等） 

変更・追加 

① 変更届出書（様式第２２号の２）第一面
② 常勤役員等（経営業務の管理責任者等）証明書（様式
第７号）
③常勤役員等の略歴書（様式第７号別紙）
④常勤役員等の確認資料（別表５ Ⅰ）

18 
氏名（改姓・改
名） 

① 常勤役員等（経営業務の管理責任者等）証明書（様式
第７号）
② 戸籍抄本または住民票抄本

19 
削除（一部廃業
に伴うもの） 

① 届出書（様式第２２号の３）

20 常勤役員等
及び当該常
勤役員等を
直接に補佐
する者 

変更・追加 

① 変更届出書（様式第２２号の２）第一面
② 常勤役員等及び補佐する者の証明書（様式第７号の２） 
③ 常勤役員等の略歴書（様式第７号別紙１）
④ 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書（様式第７号
別紙２）
⑤ 常勤役員等の確認資料（別表５ Ⅰ）

21 
氏名（改姓・改
名） 

① 常勤役員等及び補佐する者の証明書（様式第７号の２） 
② 戸籍抄本または住民票抄本

22 
削除（一部廃業
に伴うもの） 

① 届出書（様式第２２号の３）

23 専任技術者 変更・追加 

① 変更届出書（様式第２２号の２）第一面
② 専任技術者証明書（新規・変更）（様式第８号）
③ 技術資格を証する書面（注 11）

卒業証明書、資格証明書の写し、実務経験証明書（様
式第９号）、指導監督的実務経験証明書（様式第１０号）、
監理技術者資格者証の写しのうち該当するものを添付 

④ 専任技術者の確認資料（別表５ Ⅲ）
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24 
氏名（改姓・改
名） 

① 専任技術者証明書（新規・変更）（様式第８号）
（旧氏名の削除及び新氏名での追加）
② 戸籍抄本または住民票抄本

25 削除 

【交替に伴う削除の場合】 
① 変更届出書（様式第２２号の２）第一面
② 専任技術者証明書（新規・変更）（様式第８号）

【一部廃業、営業所の廃止等に伴う削除の場合】 
・届出書（様式第２２号の３）
→ 一部廃業、営業所の廃止等に係る届出も行う。

26 健康保険等の加入状況 
① 届出書（様式第２２号の３）
② 健康保険等の加入状況（様式第７号の３）
③ 健康保険等の加入状況の確認資料（別表５ Ⅱ）

（３）届出期間が事業年度終了後４か月以内 

No 届出事項 提出する書類 

27 決算 

① 変更届出書（別紙８）
② 工事経歴書（様式第２号）
③ 直前３年の各事業年度における工事施工金額（様式第３号）
④ 財務諸表
【法人】
・貸借対照表（様式第１５号）
・損益計算書・完成工事原価報告書（様式第１６号）
・株主資本等変動計算書（様式第１７号）
・注記表（様式第１７号の２）
・附属明細表（様式第１７号の３）（特例有限会社を除く株式会社のうち、
資本金の額が１億円超であるものまたは最終事業年度に係る貸借対照
表の負債の部に計上した合計額が 200億円以上であるものが対象。ただ
し、金融商品取引法第２４条に規定する有価証券報告書の提出会社にあ
っては、有価証券報告書の写しの提出をもって附属明細表の提出に代え
ることができる。）

【個人】 
・貸借対照表（様式第１８号）
・損益計算書（様式第１９号）
⑤ 事業報告書（特例有限会社を除く株式会社の場合）
⑥ 納税証明書（県知事許可の場合、事業税（納付すべき額及び納付済額
の記載のあるもの））

【変更のあった場合】 
⑦使用人数（様式第４号）
⑧健康保険等の加入状況（様式第７号の３）
⑨建設業法施行令第３条に規定する使用人の一覧表（様式第１１号）
⑩定款
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（注１）登記事項証明書は、変更内容を確認できるもの（履歴事項全部証明書、閉鎖事項全部証明書等）を提出

してください。 

（注２）市町村合併等による住居表示の変更により営業所の所在地の表記が変更となる場合は、変更届出書（様

式第２２号の２）第一面、第二面（主たる営業所に関する変更のみの場合、第二面は不要）のみの提出と

なります。市町村合併による市町村名のみの変更の場合は届出自体不要です。 
（注３）主たる営業所の所在地のみの変更の場合で登記上の本店の所在地と主たる営業所の所在地が異なる場合

は、登記事項証明書の提出の必要はありません。 

（注４）その業種を法人（個人）全体で追加する場合は、業種追加申請となります。 

（注５）その業種を法人（個人）全体で廃止する場合は、廃業届を提出してください。 

（注６）誓約書（様式第６号）、「調書」（様式第１２号、１３号）、「登記されていないことの証明書」及び

「身分証明書」は、新任（追加）の方についての提出となります。また、既に役員又は営業所の代表者（建

設業法施行令第３条に規定する使用人）となっている者の変更（異動）（例：Ａ営業所長が取締役に就任）

については、誓約書（様式第６号）、「登記されていないことの証明書」及び「身分証明書」の提出は必

要ありません。 

（注７）組合等の場合は、理事等の名簿の写しも提出してください。 

（注８）既に役員である者が代表者に就任した場合です。 

（注９）様式第２２号の２については３０日以内の提出でも構いませんが、提出漏れのないように併せて提出す

るようお願いします。 

（注 10）営業所の代表者が置かれる営業所のみの変更（例：Ａ営業所（a 営業所長）・Ｂ営業所（b 営業所長）

からＡ営業所（b 営業所長）・Ｂ営業所（a 営業所長）に変更）の場合は、誓約書（様式第６号）、「登

記されていないことの証明書」及び「身分証明書」の提出は必要ありません。 

（注 11）項番６１が区分５の場合は、提出の必要はありません。 

 

《その他留意事項》 

○上記の提出する書類のうち発行日のあるものは、発行後３か月以内のものを提出してください（卒業証明書、

納税証明書は除く）。 

 ○必要な変更届が提出されていない場合、更新等の申請はできません。 

 ○別表５は、「建設業許可申請の手引き」を御参照ください。 
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５ 郵送による提出 

以下の変更届は郵送による提出も受け付けています。主たる営業所を管轄する広域振興局土

木部・土木センターあて送付してください。郵送の際は、封筒表面に「建設業許可 変更届出

書在中」などと明記し、全部廃業に係る廃業届の場合を除き、副本返送用の封筒（角２以上の

大きさの封筒。返送先を記載し、副本返送に必要な額の切手（定形外など）を貼付すること）

を同封してください。 

 

【郵送できる変更届】 

・商号、名称 

・資本金額（出資総額） 

・営業所の名称 

・住居表示の変更に伴う営業所の所在地の表記の変更 

・営業所の電話番号、郵便番号 

・役員（常勤役員等（経営業務の管理責任者等）、専任技術者又は建設業法施行令第３条に

規定する使用人でない者） 

・氏名（改姓・改名（法人の役員・支配人・個人事業主、常勤役員等、専任技術者）） 

  ・全部廃業に係る廃業届（許可申請を伴うものを除く） 
 
   ※書類や記載内容に不備がある場合や整合性に欠ける場合、記載要領に沿っていない場合

など、変更届の内容に瑕疵がある場合は有効な届出となりませんので御注意ください。 

   ※変更届自体に瑕疵がない場合でも、必要部数（正本１部及び副本２部、計３部）が送付

されない場合や副本返送用の切手が必要額貼付されていない場合は、副本を返送しません

ので御注意ください。 
   ※郵送の際は、書類一式の写しを保管しておいてください。 
   ※使用する印は、提出済の申請書等と同一のものを使用してください。 
   ※郵便事故に関する責任は負いかねますので御了承ください（書留郵便を推奨します）。 
 



変更届出書等記入例



様式第二十二号の二（第八条、第九条関係）

　(1)商号又は名称　(2)営業所の名称、所在地又は業種　(3)資本金額　(4)役員等の氏名　(5)個人業者の氏名
　(6)支配人の氏名　(7)建設業法施行令第３条に規定する使用人 (8)　建設業法第7条第2号　に規定する営業所に置かれる専任の技術者

建設業法第15条第2号
について変更があったので届出をします。

岩手県盛岡市内丸７７－７７
株式会社盛岡城建設

殿

許可年月日

◎【商号又は名称、代表者又は個人の氏名、主たる営業所の所在地、資本金額等の変更に関する入力事項】

連絡先

7 7 7 7 77 7 7 7 7 7法 人 番 号 ３ ６ 7 7

3 5 10 15

下記のとおり、

ファックス番号　　019-629-****

所属等　　総務部総務課 氏名　　北上　江釣子 電話番号　　019-629-****

代表取締役

2

又 は 出 資 総 額
４ ４

3

３

（第一面）

項 番

資 本 金 額

商 号 又 は 名 称

４

主 たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

４

3

0郵 便 番 号 ４

3

４ ０

3

主 たる営業所の
所 在 地

5

１

キ

代 表 者 又 は
個 人 の 氏 名

代 表者又は個人
の氏名のフリガナ

岡 城）

ュ ウ

盛

5

３ ８ （ 株

ジ ョモ リ

R**.4.1 代表者の変更折爪　太郎 錦秋湖　五郎

役員等 前森山　紀夫（非常勤） 前森山　紀夫（常勤）

届　出　事　項 変　　更　　前 変　　更　　後

役員等

－ 田山　隆

岩手山　孝男 －

商号

０ ０ ０

（用紙Ａ４）

０ ６

（
般

－ ）**

令和＊＊年＊＊月＊＊日

届出者

丸 7

錦 秋 湖

0

5

五

15

7

5 6 10

20

－ 7 7

知事

変　更　届　出　書

15 20

3 5 10

国土交通大臣

代表取締役　錦秋湖　五郎　　　　　　　　　　　　　
北海道開発局長
地方整備局長

岩手県知事

5 10 11

大臣コード

＊

3 13 15

許 可 番 号 ３ ６ 0 3 1 1 1 号 5許可 第 1 1 1 日
岩手県知事 特

1 0 月 0令和 ＊ 年

変更年月日

株式会社盛岡大通工業 株式会社盛岡城建設 R**.4.1

備　　　　　考

本店 盛岡市大通９９－９９ 盛岡市内丸７７－７７ R**.4.1

営業所の所在地

R**.4.1 就任

R**.3.31

カ

R**.4.1

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

３ ７

記

婚姻による紫波　瑞子 R**.4.1

非常勤から常勤

退任

ウ ケ ン セ ツ

23 25 30 35 40

オ

3 5 10 15 20

建 設

23 25 30 35 40

10

コ

20

ロ

15

３ ９ ン シ

10

ウゴ

２ 内

3

3 12 0

23 25 30 35 40

00 － 0 0 **

5 10

2 9 -1

,

* *9 - 62 3 電 話 番 号

,
（千円）

郎

前沢　瑞子

　変更の内容が、次の◎【商号又は名称、代表者又は個人の氏名、主たる営業所の所在地、資本金額等の変更に関する入力事項】又は第二面の◎【営業
しようとする建設業、従たる営業所の所在地の変更、新設、廃止に関する入力事項】の各欄に掲げる事項に係る場合には、該当する欄にも変更後の内容
を記入すること。

203 5 10 15

役員等の氏名

岩手県 盛岡市都道府県名 市区町村名

既に受けている許可番号及び
年月日を記入する
（複数の許可を受けている場合
は、現在有効な許可のうち最も
古いものを記入）

該当する番号に○を付す

変更のあった役員の
み記入

代表者が同時に役員を就任・退任する場合は、役
員の変更も届け出る

備考欄には、変更の理由、
就任・退任の別、経営業務の
管理責任者、専任技術者な
どを記入

変更のあった部分のみ記入。そ
の他、様式第１号参照

不要な文字は消す

国土交通大臣…00
岩手県知事…03

所在地、電話番号、郵便番号の変更の場合は
項番４１～４３の全てを記入する

法人であって、法人番号の指定を受けたものである
場合記入。不明な場合は国税庁法人番号公表サイト
（http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/）で確認する。



【その他記載例】

届　出　事　項 変　　更　　前 変　　更　　後 変更年月日 備　　　　　考

花巻営業所 花巻市若葉町９９－９９ 花巻市空港南９９－９９ R**.4.1

営業所の所在地

営業所の新設 － 都南営業所 R**.4.1

営業所の廃止 滝沢営業所 － R**.3.31

都南営業所長 － 都南　村雄 R**.4.1

令第３条の使用人

R**.4.1

滝沢営業所長 滝沢　村男 － R**.3.31

営業所の業種の追加

水沢営業所長 江刺　太郎 江刺　花子

大船渡営業所 土 土、と R**.4.1

営業所の業種の廃止

宮古営業所 土、建、と 建、と R**.4.1

都南営業所 － 奥州　二郎 R**.4.1

専任技術者

業種名は略号で可

業種は変更のない業種について
も記入

変更事項を記入

営業所の業種の追加、廃止は、専任技術者の届出（変
更・追加・削除）も同時に提出



許可年月日

【営業所の所在地の変更】

（従たる営業所）

フリガナ ハナマキエイギョウショ

【営業所の業種の追加】

（従たる営業所）

フリガナ オオフナトエイギョウショ

解

解

解
）

１．一般
２．特定

）

１．一般
２．特定

１．一般
２．特定

20

変更前

3015

営 業 し よ う
8 8

と す る 建 設 業
3

（
絶 通 井 具園 消水機筋 しゆ板舗電 鋼 防ガ 塗 内管 タ屋

－

大

3 5 6 10 15 20

25 30

郵 便 番 号 8 7

4035

20

内
　
　
容

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

8 5

名 称
23 25 30 35 40

1510

土 大 機 絶 消

20

石

従 た る 営 業 所 の
8 4

清

大 船 渡 営

しゆ
20 25 30

（

（
水

*

鋼 内
5 10 15

◎【営業しようとする建設業、従たる営業所の所在地の変更、新設、廃止に関する入力事項】

大 左 と 防

7

管 タ石

）

舗 板 ガ

営 業 し よ う
8 3

屋 電

92 - *

3

15

屋

1

土 建

23

通管

3 5

8 8

9

3

建 左 と 具井しゆ ガ

15

花巻市

0 2 5

塗舗

0－ 0 8 1電 話 番 号

10

35

*

40

20

*

港 南 9 98 6

8 5

20

2 0 5 市区町村名

10

都道府県名 岩手県

3023 25

花 巻

塗

10 15

35

機 清園 井 具 水絶 通 消

業

区 分 8 1

40

8 4

2

大臣コード
知事

（用紙Ａ４）

項 番 3

３．従たる営業所
　　の新設

４．従たる営業所
　　の廃止

（第二面）

変更前

国土交通大臣
* *

土 建
3

筋

0 3

3

空

5

（主たる営業所）

3 5

と す る 建 設 業
10

3 5

3 5

所営

15

99 －

23 25 30

3 5 6

0 0 8 -

鋼 筋

と す る 建 設 業

従 た る 営 業 所 の
名 称

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

郵 便 番 号

内
　
　
容

営 業 し よ う

従たる営業所の
所 在 地

8

園防 内板電 タ

都道府県名

155

市区町村名

10

業

従たる営業所の
所 在 地

8 6

所

電 話 番 号

清

1

左 と 石

10

）

項 番 3

２．営業しようとする建設業
　　又は従たる営業所の所在地の変更

1 1
般

－

15

許 可 番 号 8 2 0 3

5

許可（ 第

11

1 01 1

13

＊1 1 日
岩手県知事 特

年 0 6 月号 令和 ＊

25 3020

5 10 15 20 25 30

変更前

1

25205 10

・営業所の確認資料を添付。
・「内容」の欄は変更部分のみ記入。ただし、所在地、電話
番号、郵便番号の変更の場合は項番８５～８７の全てを記
入する

専任技術者についても届出

区分が異なるものを同時に届け出る場
合、別の用紙に記入して添付

主たる営業所の営業業種を変更する場
合に記入



【営業所の業種の廃止】

（従たる営業所）

フリガナ ミヤコエイギョウショ

解清
１．一般
２．特定

）
絶

20

水

市区町村名

内

1 1
営 業 し よ う

8 8
と す る 建 設 業

防 機タ
（

通 園 井 具 消塗石 屋 電 管土 建 大 左 と

電 話 番 号

筋 舗しゆ板 ガ鋼

6

－8 7

3 5 10 15 20

23 25 3530

従たる営業所の
所 在 地

8 6

40

都道府県名

3 5 10 15

内
　
　
容

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

8 5

郵 便 番 号

4023 25 30

所

35

15 20

従 た る 営 業 所 の
8 4

名 称
宮 古

2520

業

3 5 10 15

10

営

3 5

30

変更前 1 1 1

専任技術者についても届出



【営業所の新設】

許可年月日

（従たる営業所）

フリガナ トナンエイギョウショ

解

30

変更前

15 20 25

と す る 建 設 業
3 5 10

1
１．一般
２．特定

解清
（ ）営 業 し よ う

8 8 1

水 消機 絶 通 園 井 具しゆ板 ガ 塗 防 内土 建 大 左 と 石 屋 電 管

7 - *

タ 鋼 筋 舗

* * *0 1 9 - 6 9－ 0 8 3 7 電 話 番 号8 7 0 2 0

3 5 6 10 15 20

23 25 30 35 40

9 9 － 9 9

2

20

従たる営業所の
所 在 地

8 6 津 志 田 町

1 都道府県名 市区町村名

3 5 10 15

0 3

郵 便 番 号

0

内
　
　
容

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

8 5

40

南 営

23 25 30 35

従 た る 営 業 所 の
8 4 都

名 称

3 5 20

（用紙Ａ４）

（第二面）
項 番 3

岩手県 盛岡市

10 15

業 所

２．営業しようとする建設業
　　又は従たる営業所の所在地の変更

３．従たる営業所
　　の新設

区 分 8 1

項 番 3 5 10

４．従たる営業所
　　の廃止

大臣コード
知事

3

11 13 15

許 可 番 号 8 2 0 3
国土交通大臣

* * ）第許可（
般

－ 1 1 号 令和1 1 1 1 0 5＊ ＊ 年 1

（主たる営業所）

土 建 大

日
岩手県知事 特

◎【営業しようとする建設業、従たる営業所の所在地の変更、新設、廃止に関する入力事項】

0 月

電 管 タ 鋼左 と 石 屋 ガ 塗 防 内筋 舗しゆ板 水 消機 絶 通 園 清
3 5 10 15 20 25 30

井 具

（
１．一般
２．特定

）営 業 し よ う
8 3

と す る 建 設 業
3 5 10 15 20 25 30

変更前

・営業所の確認資料を添付
・専任技術者、令第３条使用
人についても届出



【営業所の廃止】

許可年月日

（従たる営業所）

フリガナ タキザワエイギョウショ

解

清
（

15 20 25 30

変更前

と す る 建 設 業
3 5 10

）営 業 し よ う
8 8

１．一般
２．特定

解内 機 絶 通 園 井舗しゆ板 ガ 塗 防屋 電 管 タ 鋼 筋土 建 大 左 と 石

－ 電 話 番 号8 7

3 5 6 10 15 20

23 25 30 35 40

20

従たる営業所の
所 在 地

8 6

都道府県名 市区町村名

3 5 10 15

郵 便 番 号

内
　
　
容

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

8 5

23 25 30 4035

名 称

20

従 た る 営 業 所 の
8 4 滝 沢 営 業 所

3 5 10 15

（用紙Ａ４）

（第二面）
項 番 3

２．営業しようとする建設業
　　又は従たる営業所の所在地の変更

３．従たる営業所
　　の新設

区 分 8 1

項 番 3 5 10

４．従たる営業所
　　の廃止

大臣コード
知事

4

11 13 15

許 可 番 号 8 2 0 3
国土交通大臣

* * ）第許可（
般

－ 1 1 号 令和1 1 1 1 0 5＊ ＊ 年 1

（主たる営業所）

土 建 大

日
岩手県知事 特

◎【営業しようとする建設業、従たる営業所の所在地の変更、新設、廃止に関する入力事項】

0 月

電 管 タ 鋼左 と 石 屋 ガ 塗 防 内筋 舗しゆ板 水 消機 絶 通 園 清
3 5 10 15 20 25 30

井 具

（
１．一般
２．特定

）営 業 し よ う
8 3

と す る 建 設 業
3 5 10 15 20 25 30

変更前

具 水 消

・専任技術者についても届出
・営業所の名称のみ記入



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑴　
（１）　下記の者は、建設業に関し、次のとおり第７条第１号イ　　⑵　　に掲げる経験を有することを証明します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑶

代表取締役

＊＊ 年　３　月から　＊＊　年　１２　月まで　満　１８　年　９　月

役員

岩手県盛岡市内丸内丸９９－９９
　株式会社県庁建設

⑴
（２）　下記の者は、許可申請者 で第７条第１号イ ⑵ に該当する者であることに相違ありません。

⑶

岩手県盛岡市内丸９９－９９
　株式会社県庁建設

殿

許可年月日

◎【新規・変更後・常勤役員等の更新等】

岩手県盛岡市肴町７７－７７

◎【変　　更　　前】

備考
　常勤役員等の略歴については、別紙による。

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

月 日生 年 月 日 年

16 18

氏 名 ２ １

月 0 1 日

住 所

3 5 10 13 14

S 2 1 年 0 7生 年 月 日

18

氏 名 ２ ０ 岩 手 二 郎

3 5 10 13 14 16

記

3

氏名のフリガナ １ ９ イ ワ
元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

月 日号 令和 年第
国土交通大臣

許可（
般

－ ）
知事 特

許 可 番 号 １ ８

3 5 10 11 13 15

（１．新規　　　２．変更　　　３．常勤役員等の更新等）

変           更
の 年 月 日 令和　　　年　　　月　　　日

大臣コード
知事

項 番 3

申 請 又 は 届
出 の 区 分

１ ７ 1

令和＊＊年＊＊月＊＊日

地方整備局長
北海道開発局長 申請者

岩手県知事 届出者 代表取締役　　岩手　二郎　　　　　　　　　　

証明者 代表取締役　　岩手　二郎　　　　　　　　　　

の常勤の役員
本 人

の 支 配 人

常 勤 役 員 等（ 経 営 業 務 の 管 理 責 任 者 等 ）証 明 書

役 職 名 等

経 験 年 数

証明者と被証
明者との関係

備 考

令和＊＊年＊＊月＊＊日

様式第七号（第三条関係） （用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ２

経験した当時の（現在の）役職名を記入（代表取
締役、取締役、個人事業主、支配人等）

・経営業務の管理責任者としての経験を有した期間を記入する
・許可要件の年数を超えているか、略歴書及び営業の沿革と矛盾がな
いか確認する
・期間が中断している場合、期間を別々に明記

証明者が複数の場合は複
数作成する

証明者が法人の場合は「役員」、個人の場合は「本人」な
ど、証明者の立場からみた被証明者との関係を記入

・証明者が申請者以外の建設業者である場合、許可番号、許可年月日、
許可業種を記入する
・経験年数期間中、役名（職名）に変更がある場合、付記する（略歴書に記
載があれば、付記しなくてよい）
（例）昭和＊＊年＊月～平成＊年＊月 ○○建設〈株） 取締役

平成＊年＊月～平成＊＊年＊月 〃 代表取締役

不要なものを消す

不要なものを消す

不要なものを消す

証明者は、証明しようとする期間被証明者が
在職していた法人の代表者又は個人事業主

不要なものを消す

１ 新規申請の場合
２ 変更の場合
３ 更新申請の場合

業種追加・般特新規申請で変更のない場合

項番１７の区分が２の場合に記載

項番１７の区分が１の場合記入し
ない

大臣…………００
岩手県知事…０３

右詰めで記入し左余
白は必ず“０”で埋め
る

複数の許可を受けている場合、
現在有効な許可年月日のうち
最も古いものを記入

右詰めで記入し左余白は
必ず“０”で埋める

姓の最初から記入し、
濁点・半濁点も含んで
１字とする

法人の場合は商業登記簿謄本、個
人の場合は住民票の字で記入。た
だし、専任技術者を兼ねていて国
家資格、卒業資格がある場合は、
資格証明書、卒業証明書の字で記 右詰めで記入し左余白

は必ず“０”で埋める
姓と名の間は１マス
空ける

・略歴書の住所と一致
・住民票上の住所と実際の
住所が異なる場合は、実際
の住所を記入

項番１７の区分が２の場合に記入



（１）　下記の者は、次のとおり第７条第１号ロ に掲げる経験を有することを証明します。

代表取締役

＊＊　年　３　月から　＊＊　年　１２　月まで　満　６　年　９　月

役員

岩手県盛岡市内丸９９－９９
　株式会社県庁建設

（２）　下記の者は、許可申請者 で第７条第１号ロ に該当する者であることに相違ありません。

岩手県盛岡市内丸９９－９９
　株式会社県庁建設

殿

許可年月日

◎【新規・変更後・常勤役員等の更新等】

岩手県盛岡市肴町７７－７７

◎【変　　更　　前】

備考
　　常勤役員等の略歴については、別紙による。

様式第七号の二（第三条関係） （用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ２

常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書

役 職 名 等

経 験 年 数

証明者と被証
明者との関係

備 考

令和＊＊年＊＊月＊＊日

⑴
⑵

（第一面）

証明者 代表取締役　　岩手　二郎　　　　　　　　　　

の常勤の役員
本 人
の 支 配 人

⑴
⑵

令和＊＊年＊＊月＊＊日

地方整備局長
北海道開発局長 申請者

岩手県知事 届出者 代表取締役　　岩手　二郎　　　　　　　　　　

項 番 3

申 請 又 は 届
出 の 区 分

１ ７ 1 （１．新規　　　２．変更　　　３．常勤役員等の更新等）

変 更
の 年 月 日 令和　　　年　　　月　　　日

大臣コード
知事

3 5 10 11 13 15

許 可 番 号 １ ８
国土交通大臣

許可（
般

－ ）
知事 特

第 号 令和 年 月 日

記

3

氏名のフリガナ １ ９ イ ワ
元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

3 5 10 13 14 16 18

氏 名 ２ ０ 岩 手 二 郎 生 年 月 日 S 2 1 年 0 7 月 0 1 日

住 所

3 5 10 13 14 16 18

氏 名 ２ １ 年

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

月 日生 年 月 日

証明者が複数の場合は複数
作成する

不要なものを消す

経験した当時の（現在の）役職名を記入（代表取締
役、取締役、個人事業主、支配人等）

・役員等としての経験を有した期間を記入する
・許可要件の年数を超えているか、略歴書及び営業の沿革と矛盾がない
か確認する
・期間が中断している場合、期間を別々に明記

証明者が法人の場合は「役員」、個人の場合は「本人」など、
証明者の立場からみた被証明者との関係を記入

・証明者が申請者以外の建設業者である場合、許可番号、許可年月日、許可
業種を記入する
・経験年数期間中、役名（職名）に変更がある場合、付記する（略歴書に記載
があれば、付記しなくてよい）
（例）昭和＊＊年＊月～平成＊年＊月 ○○建設〈株） 取締役

平成＊年＊月～平成＊＊年＊月 〃 代表取締役

証明者は、証明しようとする期間被証明者が
在職していた法人の代表者又は個人事業主

不要なものを消す

不要なものを消す

不要なものを消す

１ 新規申請の場合
２ 変更の場合
３ 更新申請の場合

業種追加・般特新規申請で変更のない場合

項番１７の区分が２の場合に記載

項番１７の区分が１の場合記入し
ない

大臣…………００
岩手県知事…０３

右詰めで記入し左余
白は必ず“０”で埋める

複数の許可を受けている場合、
現在有効な許可年月日のうち
最も古いものを記入

右詰めで記入し左余白は
必ず“０”で埋める

・略歴書の住所と一致
・住民票上の住所と実際の住
所が異なる場合は、実際の住
所を記入

姓の最初から記入し、
濁点・半濁点も含んで１
字とする

姓と名の間は１マス空
ける

法人の場合は商業登記簿謄本、個
人の場合は住民票の字で記入。ただ
し、専任技術者を兼ねていて国家資
格、卒業資格がある場合は、資格証
明書、卒業証明書の字で記入 右詰めで記入し左余白は

必ず“０”で埋める

項番１７の区分が２の場合に記入



⑵
（３）　下記の者は、次のとおり５年以上の建設業の財務管理の業務経験を有し、上記の常勤役員等を直接に補佐する者として適切に配置するものである

ことに相違ありません。

岩手県盛岡市内丸９９－９９
　株式会社県庁建設

殿

取締役

＊＊年　　　３月から　　　＊＊年　　１２月まで　満　　６　年　　９　月

役員

許可年月日

◎【新規・変更後・常勤役員等を直接に補佐する者の更新等】

岩手県盛岡市肴町９９－９９

◎【変　　更　　前】

備考
　　常勤役員等を直接に補佐する者の略歴については、別紙による。

月 日
知事 特

号 令和 年許可（
般

－ ）第

11 13 15

許 可 番 号 ２ ３
国土交通大臣

大臣コード
知事

3 5 10

２

役 職 名 等

経 験 年 数

証明者と被証
明者との関係

備 考

3

令和＊＊年＊＊月＊＊日

（第二面）
（用紙Ａ４）

（１．新規　　　２．変更　　　３．常勤役員等を直接に補佐する者の更新等）

変 更
の 年 月 日 令和　　　年　　　月　　　日

申 請 又 は 届
出 の 区 分

２

記

3

氏名のフリガナ ２ ４ イ ワ
元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

3 5 10 13 14 16 18

氏 名 ２ ５ 岩 手 太 郎 0 7生 年 月 日 月 0 1 日

住 所

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

S 4 1 年

3 5 10 13 14 16 18

氏 名 ２ ６ 生 年 月 日 年 月 日

地方整備局長
北海道開発局長 申請者

岩手県知事 届出者 代表取締役　　岩手　二郎　　　　　　　　　　

不要なものを消す

第三面及び第四面の

記載方法は第二面と同じ

証明者が法人の場合は「役員」、個人の場合は「本人」な
ど、証明者の立場からみた被証明者との関係を記入

経験した当時の（現在の）役職名を記入

・経験を有した期間を記入する
・略歴書及び営業の沿革と矛盾がないか確認する
・期間が中断している場合、期間を別々に明記

・証明者が申請者以外の建設業者である場合、許可番号、許可年月日、
許可業種を記入する
・経験年数期間中、役名（職名）に変更がある場合、付記する（略歴書に
記載があれば、付記しなくてよい）
（例）昭和＊＊年＊月～平成＊年＊月 ○○建設〈株） 取締役

平成＊年＊月～平成＊＊年＊月 〃 代表取締役

・略歴書の住所と一致
・住民票上の住所と実際の
住所が異なる場合は、実際
の住所を記入

姓と名の間は１マス
空ける

姓の最初から記入し、
濁点・半濁点も含んで
１字とする

法人の場合は商業登記簿謄本、個
人の場合は住民票の字で記入。た
だし、専任技術者を兼ねていて国
家資格、卒業資格がある場合は、
資格証明書、卒業証明書の字で記 右詰めで記入し左余白

は必ず“０”で埋める



⑵
　　　　下記の者は、次のとおり５年以上の建設業の労務管理の業務経験を有し、上記の常勤役員等を直接に補佐する者として適切に配置するものである

ことに相違ありません。

殿

年　　　　月から　　　　　年　　　　月まで　満　　　　年　　　　月

許可年月日

◎【新規・変更後・常勤役員等を直接に補佐する者の更新等】

◎【変　　更　　前】

備考
　　常勤役員等を直接に補佐する者の略歴については、別紙による。

日
知事 特

年 月号 令和）第
国土交通大臣

許可（
般

－

5 10 11 13 15

許 可 番 号 ２ ３

２ ７

令和　　　年　　　月　　　日

地方整備局長
北海道開発局長 申請者

知事 届出者

役 職 名 等

経 験 年 数

証明者と被証
明者との関係

備 考

申 請 又 は 届
出 の 区 分

（１．新規　　　２．変更　　　３．常勤役員等を直接に補佐する者の更新等）

変 更
の 年 月 日 令和　　　年　　　月　　　日

記

3

大臣コード
知事

3

氏名のフリガナ ２ ８
元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

3 5 10 13 14 16 18

氏 名 ２ ９ 生 年 月 日 年 月 日

住 所

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕
3 5 10 13 14 16 18

氏 名 ３ ０ 生 年 月 日

3

日

（用紙Ａ４）

（第三面）

年 月



⑵
　　　　下記の者は、次のとおり５年以上の建設業の業務運営の業務経験を有し、上記の常勤役員等を直接に補佐する者として適切に配置するものである

ことに相違ありません。

殿

年　　　　月から　　　　　年　　　　月まで　満　　　　年　　　　月

許可年月日

◎【新規・変更後・常勤役員等を直接に補佐する者の更新等】

◎【変　　更　　前】

備考
　　常勤役員等を直接に補佐する者の略歴については、別紙による。

日
知事 特

年 月号 令和）第
国土交通大臣

許可（
般

－

5 10 11 13 15

許 可 番 号 ２ ３

３ １

令和　　　年　　　月　　　日

地方整備局長
北海道開発局長 申請者

知事 届出者

役 職 名 等

経 験 年 数

証明者と被証
明者との関係

備 考

申 請 又 は 届
出 の 区 分

（１．新規　　　２．変更　　　３．常勤役員等を直接に補佐する者の更新等）

変 更
の 年 月 日 令和　　　年　　　月　　　日

記

3

大臣コード
知事

3

氏名のフリガナ ３ ２
元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

3 5 10 13 14 16 18

氏 名 ３ ３ 生 年 月 日 年 月 日

住 所

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕
3 5 10 13 14 16 18

氏 名 ３ ４ 生 年 月 日

3

日

（用紙Ａ４）

（第四面）

年 月



（２）　下記のとおり、専任の技術者の交替に伴う削除の届出をします。

殿

１．新規許可 ２．専任技術者の担当業種 ３．専任技術 ４．専任技術者の交 ５．専任技術者が置かれ
　　等 　　又は有資格区分の変更 　　者の追加 　　替に伴う削除 　　る営業所のみの変更

許可年月日

（フリガナ）

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

（フリガナ）

元号〔平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

（フリガナ）

元号〔平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

変更、追加又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
令和　　　年　　　月　　　日 （旧所属）

専 任 技 術 者
の 住 所

営業所の名称
（新所属）

15 17

有 資 格 区 分 ６ ５

3 5 7 9 11 13

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

現在担当している
建設工事の種類

今後担当する建
設 工 事 の 種 類

６ ４

清
3 5 10 15 20 25 30

井 具内 水 消機 絶 通 園ほしゆ板 ガ 塗 防屋 電 管 タ 鋼 筋土 建 大 左 と 石

3 5

氏 名 ６ ３

専 任 技 術 者
の 住 所

営業所の名称
（新所属）

変更、追加又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
平成　　　年　　　月　　　日 （旧所属）

有 資 格 区 分 ６ ５

７ ８
3 5 7 9 11 13 15 17

１ ２ ３ ４ ５ ６

現在担当している
建設工事の種類

今後担当する建
設 工 事 の 種 類

６ ４

園
3 5 10 15 20 25

舗屋 電 しゆ板 ガ管 タ 鋼 筋土 建 大 左 と 石

フリガナ
3 5 10

氏 名 ６ ３

専 任 技 術 者
の 住 所

岩手県北上市青柳町７７－７７
営業所の名称
（ 新 所 属 ）

変更、追加又は
削 除 の 年 月 日 令和＊＊年＊＊月＊＊日

営業所の名称
（ 旧 所 属 ）

7

７
15 17

５
11

６
13

３
7

４
9

１ ２
5

5 5有 資 格 区 分 ６ ５

3

3

現在担当している
建設工事の種類

7

25 30

絶内
3 5 10 15 20

鋼 しゆ石

7

屋 電 管 舗筋 通と

キタカミ　タケオ

６ ４

土 建 大 左

7

氏 名 ６ ３ 生年月日

日
岩手県知事 特

記

1 月 0 53 3 3 3

具板 機塗 防 井園

年 13 3 号 令和 ＊ ＊許可（
般

－ ）第＊ ＊

11 13 15

許 可 番 号 ６ ２ 0 3
国土交通大臣

大臣コード
知事

3 5 10

区 分

項 番 3

６ １ 2

地方整備局長
北海道開発局長

岩手県知事 届出者
申請者

　　　　代表取締役　北上　士郎　　　　　　　　　

岩手県北上市大通９９－９９
株式会社北上大通建設

専任技術者証明書（新規・変更）

（１）　下記のとおり、
建設業法第７条第２号

に規定する専任の技術者を営業所に置いていることに相違ありません。
建設業法第15条第２号

令和＊＊年＊＊月＊＊日

様式第八号（第三条関係） （用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ３

項 番

タ 北 上

53

キ

ガ

項 番 フリガナ

項 番 フリガナ

武 男

タ

10

塗 防 内 機 絶 通

年

消 清水
30

井 具

今後担当する建
設 工 事 の 種 類

生年月日

生年月日

10 20

15

年 月

18 20

15

15 18 20

Ｓ 年 月0 34 日

日

本店

本店

1 80

水 消

８

清

月

18

日

一般建設業の場合下段を、特定建設業の場合上段を
消す。一般・特定両方の場合は消さない

１マス空ける

・項番６１が「２」「５」
「今後担当する建設工事の種類」
「現在担当している建設工事の種
類」の両方記入
・項番６１が「３」
「今後担当する建設工事の種類」の
み記入
・項番６１が「４」
「現在担当している建設工事の種
類」のみ記入

許可申請の手引きを参照
の上該当する番号を記入

複数の許可がある場合、もっとも古
いものを記入

・許可申請の手引きを参照の上該当する
番号を記入
・資格の追加の場合は、既に提出済の資
格も記入
・専任となっている業種の資格のコードの
み記入し他は資格があっても記入しない

項番６１が２の場合

姓の最初から記入し、濁点・
半濁点を含んで１文字

・項番６１が「２」「５」
「旧所属」「新所属」の両方記入
・項番６１が「３」
「新所属」のみ記入
・項番６１が「４」

「旧所属」のみ記入

資格証明書、卒業証明
書の字で記入。実務経
験のみの場合は住民
票の字（ただし、経営業
務の管理責任者を兼ね
ている場合で登記され
ていればその商業登記
簿謄本の字）で記入す

【項番６１の区分】
○新規、許可換え新規、般特新規、業種追加申請をする場合・・・・・・・・１

○専任技術者の担当業種又は有資格区分に変更があった場合・・・・・・２

※許可を受けている建設業について現在証明されている者が専任技術者となっている建設業の種類（担当業種）又はその有資格区分に変更があった場合。
※同一営業所内での変更か、営業所を移動しての変更かは問わない。

※引き続きその営業所の専任技術者となるものの、営業所の一部業種の廃業に伴い担当業種、有資格区分に変更が生じる場合は区分２に該当。

○専任技術者を追加する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３
※現在証明されている専任技術者に加えて又はその者に代えて新たな者を専任技術者として証明する場合、及び、

婚姻等により氏名に変更があったときに変更後の氏名について届け出る場合。

（現在の専任技術者に代えて新たな者を証明する場合や婚姻等により氏名を変更した場合で区分３で届出をするときは、
同時に区分４で削除の届出を行わなければならない（区分３で追加、区分４で削除と、２枚使用）。）

○専任技術者の交替に伴う削除の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４

※専任技術者がこの証明書の提出を行う建設業者の専任技術者でなくなった場合、及び、
婚姻等により氏名に変更があったときに変更前の氏名について削除する場合。

※区分４で届出をする場合は、新たな専任技術者を区分２又は区分３で同時に届け出る。

※許可を受けている一部の業種の廃業や営業所の廃止に伴い既に証明された専任技術者を削除する場合や、
法第７条第２号（一般建設業の専任技術者の資格要件）や法第１５条第２項（特定建設業の専任技術者の資格要件）に

掲げる基準を満たさなくなった場合は、届出書（様式第２２号の３）による届出となる。

○専任技術者が置かれる営業所のみの変更の場合・・・・・・・・・・・・・・５
※専任技術者が置かれている営業所のみが変更し、担当業種、有資格区分には変更がない場合。

※営業所を廃止し、その営業所の専任技術者が他の営業所の専任技術者となる場合において、担当業種、有資格区分に変更がない場合も該当。

※項番６４の上段と下段は必ず一致。

項番６１の区分ごとに別葉で作成

実際に専任技術者の変
更を行った日を記入



（２）　下記のとおり、専任の技術者の交替に伴う削除の届出をします。

殿

１．新規許可 ２．専任技術者の担当業種 ３．専任技術 ４．専任技術者の交 ５．専任技術者が置かれ
　　等 　　又は有資格区分の変更 　　者の追加 　　替に伴う削除 　　る営業所のみの変更

許可年月日

（フリガナ）

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

（フリガナ）

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

（フリガナ）

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

清

月

18

日

日

日

本店

1 10

水 消

８

15 18 20

Ｓ 年 月0 83

20

15

年 月

18 20

今後担当する建
設 工 事 の 種 類

生年月日

生年月日

10

消 清水
30

井 具

15

塗 防 内 機 絶 通 園

タ

10

モ

モトミヤ　タケシ

フリガナ

０ ０

建設業法第７条第２号
に規定する専任の技術者を営業所に置いていることに相違ありません。

建設業法第15条第２号

5

項 番 フリガナ

項 番

ト 本 宮

53

ガ

武

様式第八号（第三条関係） （用紙Ａ４）

０ ０

令和＊＊年＊＊月＊＊日

３

専任技術者証明書（新規・変更）

（１）　下記のとおり、

地方整備局長
北海道開発局長

岩手県知事 届出者
申請者

　　　　代表取締役　本宮　太郎　　　　　　　　　

岩手県盛岡市本宮盛岡南新都市事業地内９９街区９９－９９

　株式会社盛岡南新都市建設

区 分

項 番 3

６ １ 4

10 11 13

大臣コード
知事

3 15

許 可 番 号 ６ ２ 0 3
国土交通大臣

許可（
般

－ ）第＊ ＊ 4 4 号 令和4 4 4 4 0 1＊ ＊ 年 1

氏 名 ６ ３

日
岩手県知事 特

記

2 月

生年月日

塗 防 内 通 園 井 具板 機 絶

６ ４

土 建 大 左 と 石 筋 舗しゆ屋 電 管 鋼
30

7 7

20 253 5 10 15

7
現在担当している
建設工事の種類

7

3

1 3

１

有 資 格 区 分 ６ ５

３
7

２
5

2 0

５
11

４
9

７
15

６
13 17

専 任 技 術 者
の 住 所

営業所の名称
（ 新 所 属 ）

変更、追加又は
削 除 の 年 月 日 令和＊＊年＊＊月＊＊日

営業所の名称

氏 名 ６ ３

（ 旧 所 属 ）

フリガナ
3 5 10

と 石 屋 電土 建 大 左 しゆ板 ガ管 タ 鋼 筋 舗
3 5 10 15 20 25

今後担当する建
設 工 事 の 種 類

６ ４

現在担当している
建設工事の種類

５ ６ ７ ８１ ２ ３ ４
15 173 5 7 9

有 資 格 区 分 ６ ５

11 13

変更、追加又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
令和　　　年　　　月　　　日 （旧所属）

専 任 技 術 者
の 住 所

営業所の名称
（新所属）

3 5

氏 名 ６ ３

項 番

土 建 大 左 と 石 屋 筋 舗しゆ板電 管 タ 鋼 機 絶 通 園ガ 塗 防 内
25 30

井 具 水 消

今後担当する建
設 工 事 の 種 類

６ ４

清
3 5 10 15 20

現在担当している
建設工事の種類

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
15 173 5 7 9

有 資 格 区 分 ６ ５

11 13

営業所の名称
（新所属）

変更、追加又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
令和　　　年　　　月　　　日 （旧所属）

専 任 技 術 者
の 住 所

解

解

解

年

削除前に担当していた業種
を記入

削除前に担当していた有資格
区分を記入

項番６１が４の場合

専任技術者の交代に伴う削除の場合は「（２）」を“○”で囲む

実際に専任技術者の削
除を行った日を記入

１マス空ける

区分４の場合は記入しな
くても可

区分４で届出をする場合は、新たな専任技術者を区分
２又は区分３で同時に届け出る

削除前に配置されていた営
業所を記入



様式第二十二号の三（第十条の二関係）

（１）　建設業法第７条第１号に掲げる

（２）　建設業法第７条第２号又は同法第15条第２号 ので届出をします。

岩手県宮古市重茂９９－９９
　株式会社重茂半島建設

殿

許可年月日

山田営業所 建

具体的事由

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

（用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ８

届　　　　　　　出　　　　　　　書

　　　基準を満たさなくなつた
下記のとおり、

　　 に掲げる基準を満たさなくなつた
（３）　専任の技術者を削除した
（４）　欠格要件に該当するに至つた

令和＊＊年＊＊月＊＊日

地方整備局長
北海道開発局長

岩手県知事 届 出 者 代表取締役　　音部　太郎　　　　　　　　　　　　

項 番 大臣コード
知事

3 5 10 11 13 15

許 可 番 号 ５ １ 0 3
国土交通大臣

許可（
般

－ ）
知事 特

第 6 6 6 6 6 6 号 令和 ＊ ＊ 年 0 4 月 0 5 日

記

　　　　　　　　　　　　　(1)　建設業法第７条第１号に掲げる基準〔経営業務の管理責任者等〕を満たさなくなつた場合

3 5 10 13 14 16 18

氏 名 ５ ２ 生年月日 月 日

　　　　　　　　　　　　　(2)　建設業法第７条第２号又は同法第15条第２号に掲げる基準〔専任の技術者〕を満たさなくなつた場合

　　　　　　　　　　　　　(3)　専任の技術者を削除した場合

年

3 5 10 13 14 16 18

氏 名 ５ ３ 山 田 織 5 年 0笠 9 月 2 7 日

営 業 所 の 名 称 建設工事の種類

生年月日 S 4

3 5 10 13 14 16 18

氏 名 ５ ３ 年 月 日

営 業 所 の 名 称 建設工事の種類

生年月日

3 5 10 13 14 16 18

氏 名 ５ ３ 年

　　　　　　　　　　　　　(4)　建設業法第８条第１号及び第７号から第13号までに規定する欠格要件に該当するに至つた場合

月 日

営 業 所 の 名 称 建設工事の種類

生年月日

該当する数字を囲む
専任技術者の削除の場合、担当してい
た業種の廃業に注意すること

複数の許可がある場合、もっとも古
いものを記入

該当する数字
を囲む

許可を受けている一部の業種を
廃業した場合、又は営業所の廃
止に伴い専任技術者を削除した
場合は、３を囲む

現在の専任であるか確認する

欠格要件に該当した場合は理由
を具体的に記入



様式第二十二号の四（第十条の三関係）

岩手県盛岡市内丸９９－９９
株式会社県庁建設

許可年月日

【備考】

（１）　許可に係る建設業者が死亡したため

（２）　法人が合併により消滅したため

（３）　法人が破産手続開始の決定により解散したため

（４）　法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したため

（５）　許可を受けた建設業を廃止したため

届出者 代表取締役　岩手　二郎　　　　　　　　　　

30

第 7 7

地方整備局長
北海道開発局長

岩手県知事 殿

1 1

国土交通大臣

1

7

3 5 10 15 20

）0 3 －許可（
般

コード

3 13

＊ ＊ 年7

155 10 11

大臣
知事

廃　　　業　　　届

下記のとおり、建設業を廃止したので届出をします。

令和＊＊年＊＊月＊＊日

（用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ９

項 番 3

2 （
１．全部の業種の廃業

）
２．一部の業種の廃業

許 可 番 号 ５ ５

届 出 の 区 分 ５ ４

7 7 号

管

5 日
岩手県知事 特

0 4 月 0令和

大 左 と 石 屋 電 板 ガ 塗タ 鋼 筋 舗 清

廃止した建 設業 ５ ６

通 園 水 消井 具防 内 機 絶

（25
１．一般
２．特定

）

1

1
届出時に許 可を
受けている建設業

3

行政庁側記入欄
整理区分

５ ８

５ ７

決裁年月日 ５ ９ 年令和

＊＊

7

しゆ

記

土 建

3 5

解

令和＊＊年＊＊月＊＊日

廃 業 等 の 理 由

日

廃業等の年月日

月

・該当する数字を記入する
・一部廃業の場合、変更届出書（様式第２２
号の２）が必要。また、専任技術者の変更
届（様式第８号（１）又は様式第２２号の３）
を同時に提出

「行政庁側記入欄」は、届出
者は記入しない

個人事業の事業承継により新しい事業主（配偶
者、子など）が新規申請する場合や、個人事業
から法人化し法人として新規申請する場合は、
従前の個人の許可の廃業届を併せて提出

・届出者と廃業業者が異なる場合、上段に
廃業業者、下段に破産管財人、代表清算
人、元役員等を記入
・確認資料を求める場合があります（登記
事項証明書、戸籍謄本など）



別紙８

令和　　年　　月　　日

許可年月日 令和　　年　　月　　日

（　　　　　）　　　　　　－　　　　　

（１）　工事経歴書　（２）　工事施工金額　（３）　貸借対照表及び損益計算書

（４）　株主資本等変動計算書及び注記表　（５）　事業報告書　（６）　附属明細表

（７）　法人(事業)税納付済額証明書　（８）　所得税額納付済額証明書　（９）使用人数

（10）　建設業法施行令第3条に規程する使用人の一覧表　

（11）定款 （12）　健康保険等の加入状況

記載要領

2 （１）から（12）までの事項については、該当するものの番号を○で囲むこと。

法人番号

1

　事業年度（第　　　　期　令和　　　年　　　月　　　日から令和　　　年　　　月　　　日まで）が終了したの
で、別添のとおり、下記の書類を提出します。

記

「東北地方整備局長

知事」
については、不要なものを消すこと。

変　　更　　届　　出　　書

殿

届出者

電話番号

許可（　　　－　　）第　　　　　号
国土交通大臣

知事
許可番号

東北地方整備局長

岩手県知事

不要な文字は消

該当するものを○で囲む

法人であって、法人番号の指定を受
けたものである場合記入。不明な場
合は国税庁法人番号公表サイト
（http://www.houjin-
bangou.nta.go.jp/）で確認する。
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